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新市建設計画の変更に係る新旧対照表 

ページ 変更後 変更前 

表紙 

 

 

伊勢崎市・赤堀町・東村・境町合併協議会 

平成２６年３月変更 伊勢崎市 

平成２７年３月変更 伊勢崎市 

 

伊勢崎市・赤堀町・東村・境町合併協議会 

平成２６年３月変更 伊勢崎市 

     〔追加〕      

１３ 【放課後児童クラブ整備・充実事業】 

 〔削除〕 児童を放課後に預かる放課後児童クラブの整備を進

めるとともに内容を更に充実することにより、子育て家庭の負担を

軽減する。 
 

【放課後児童クラブ 〔追加〕充実事業】 

小学校低学年児童を放課後に預かる放課後児童クラブの 〔追加〕 
      内容を更に充実することにより、子育て家庭の負担を軽

減する。 

２２ ○教育環境の充実 
■学校施設整備事業 
 安全な教育環境、学習しやすい教育施設を提供するため、老朽化

した校舎や体育施設の耐震改修や必要な施設整備、また地域的な児

童生徒数の増減に伴う教育施設の整備や統廃合を図るとともに学校

跡地利用の検討を行う。 
 

○教育環境の充実 
■学校施設整備事業 
 安全な教育環境、学習しやすい教育施設を提供するため、老朽化し

た校舎や体育施設の耐震性強化や改築、また地域的な児童生徒数の増

減に伴う教育施設の整備や統廃合を図るとともに学校跡地利用の検討

を行う。 

２３ ○生きがいにつながる学習機会の提供 
■生涯学習施設整備事業 
 地域における生涯学習やまちづくりの拠点である公民館、図書館

等の耐震改修や必要な施設整備を行うことにより、安全で学習しや

すい環境を整える。 
■図書館機能整備事業 
 地域の生涯学習の拠点となるよう、充実した蔵書と静かでゆとり

○生きがいにつながる学習機会の提供 
   〔追加〕    
             〔追加〕               
                                
      
■図書館機能整備事業 
 地域の生涯学習の拠点となるよう、充実した蔵書と静かでゆとりあ



ある閲覧スペースを備えた図書館機能を整備する。 
 

る閲覧スペースを備えた図書館機能を整備する。 

２４ ○文化活動を通じた交流による活性化 
■文化財保存活用事業 
 歴史的建造物は立地環境に応じて新たな機能を加え、文化学習施

設等として活用していく。さらに、新市の財産である埋蔵文化財は、

地域独自の文化として保存するとともに、出土品等の展示を充実さ

せていく。 
■世界遺産活用事業 
 世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産である田島弥

平旧宅及び案内所等の周辺施設について、計画的な修繕及び整備を

行う。 
■市民文化創造事業 
 それぞれの地域が受け継いできた歴史文化を学習するとともに、

それを融合して新しい文化を創造する住民参加型の文化事業を実施

する。 
 

○文化活動を通じた交流による活性化 
■文化財保存活用事業 
 歴史的建造物は立地環境に応じて新たな機能を加え、文化学習施設

等として活用していく。さらに、新市の財産である埋蔵文化財は、地

域独自の文化として保存するとともに、出土品等の展示を充実させて

いく。 
   〔追加〕    
             〔追加〕               
                                
      
■市民文化創造事業 
 それぞれの地域が受け継いできた歴史文化を学習するとともに、そ

れを融合して新しい文化を創造する住民参加型の文化事業を実施す

る。 

３７ ○子育てしやすい環境づくり 
■次世代育成支援行動計画の策定 
 新市での子育て施策の基本となる次世代育成支援行動計画を策定

する。 

■保育所施設整備事業 
 老朽化した民間保育所の改築や新園建設等の施設整備を推進させ

るため、施設整備費の補助を行う。また、老朽化した公立保育所は、

耐震改修や必要な施設整備を行う。 
■特別保育事業 
 ０歳児保育、延長保育、一時保育、障害児保育など、住民ニーズ 

○子育てしやすい環境づくり 
■次世代育成支援行動計画の策定 
 新市での子育て施策の基本となる次世代育成支援行動計画を策定す

る。 

■保育所施設整備事業 
 老朽化した民間保育所の改築や新園建設等の施設整備を推進させる

ため、施設整備費の補助を行う。      〔追加〕       
             
■特別保育事業 
 ０歳児保育、延長保育、一時保育、障害児保育など、住民ニーズに 



 に沿って多様な保育サービスを提供する。 
■放課後児童クラブ整備・充実事業 

  〔削除〕 児童を放課後に預かる放課後児童クラブの整備を進

めるとともに内容を更に充実することにより、子育て家庭の負担を

軽減する。 
 

沿って多様な保育サービスを提供する。 
■放課後児童クラブ〔追加〕充実事業 

 小学校低学年児童を放課後に預かる放課後児童クラブの 〔追加〕 
      内容を更に充実することにより、子育て家庭の負担を軽

減する。 

３９ ○健康づくりの推進 
■健康づくりプランの策定 

 新市において、健康づくり施策の基本となる健康づくりプランを

策定する。 
■健康づくり支援事業 
 疾病の早期発見や、健康意識の高揚を図るため、関係機関と連携

により、基本健康診査、各種がん検診や保健事業の充実を図る。 
■健康づくり施設整備事業 
 老朽化した健康管理センター、保健センターなどの耐震改修や必

要な施設整備を行うことにより、安心して各種保健事業を受けられ

る環境を整える。 
 

○健康づくりの推進 
■健康づくりプランの策定 

 新市において、健康づくり施策の基本となる健康づくりプランを策

定する。 
■健康づくり支援事業 
 疾病の早期発見や、健康意識の高揚を図るため、関係機関と連携に

より、基本健康診査、各種がん検診や保健事業の充実を図る。 
   〔追加〕    
             〔追加〕               
                                
      

４１  公共施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさ

ないよう十分配慮し、地域の特殊性やバランス、将来人口、〔削除〕  

財政に与える影響を考慮するとともに、公共施設等総合管理計画と

の整合を図りながら検討することとする。 
 庁舎については、旧伊勢崎市庁舎を本庁舎とし、旧赤堀町庁舎、

旧東村庁舎、旧境町庁舎は支所として、窓口サービスの充実を図っ

ていく。 
 

公共施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさな

いよう十分配慮し、地域の特殊性やバランス、将来人口、さらには財

政に与える影響を考慮しながら、逐次整備していくこととする。  
 庁舎については、旧伊勢崎市庁舎を本庁舎とし、旧赤堀町庁舎、旧

東村庁舎、旧境町庁舎は支所として、窓口サービスの充実を図ってい

く。 
 



４８  
④生涯学習の振興 ○生きがいにつなが

る学習機会の提供 
■生涯学習施設整備

事業 
■図書館機能整備事

業 
 

 
④生涯学習の振興 ○生きがいにつなが

る学習機会の提供 
  〔追加〕    
   
■図書館機能整備事

業 
 

４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑥文化振興 ○文化活動を通じた

交流による活性化 
■文化財保存活用事

業 
■世界遺産活用事業 
■市民文化創造事業 

○文化関連情報の発

信による地域文化の

ＰＲ 

■バーチャル美術館

運営事業 

 

 
⑥文化振興 ○文化活動を通じた

交流による活性化 
■文化財保存活用事

業 
   〔追加〕    
■市民文化創造事業 

○文化関連情報の発

信による地域文化の

ＰＲ 

■バーチャル美術館

運営事業 

 

４９  
①児童福祉の充実 ○子育てしやすい環

境づくり 
■次世代育成支援行

動計画の策定 
■保育所施設整備事

業 
■特別保育事業 
■放課後児童クラブ

整備・充実事業 
 

 
①児童福祉の充実 ○子育てしやすい環

境づくり 
■次世代育成支援行

動計画の策定 
■保育所施設整備事

業 
■特別保育事業 
■放課後児童クラブ

〔追加〕充実事業 
 



 
 
 

４９  
⑥健康づくりの充実 ○健康づくりの推進 ■健康づくりプラン

の策定 
■健康づくり支援事

業 
■健康づくり施設整

備事業 
○予防意識の普及 ■予防啓発推進事業 

 

 
⑥健康づくりの充実 ○健康づくりの推進 ■健康づくりプラン

の策定 
■健康づくり支援事

業 
  〔追加〕    
   

○予防意識の普及 ■予防啓発推進事業 
 


